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令和６年度第２３回庁議提案 審議・報告・その他 

                      提 出 日：令和７年３月２１日 

                      担当部・課：復興企画部政策企画課〔内線４２１５〕 

① 件  名 

株式会社エイジェックグループとの包括連携協定の締結について 

② 施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

【背景】 

株式会社エイジェックグループは「人材の総合プロデュース企業」として人と社会を結びつけるサ

ービスを全国展開しており、医療、スポーツ、農林水産等、幅広い分野で事業を行っている。 

昨年同社より、本市との包括連携協定締結について申出があったことから、連携事項や具体的な取

組について協議を行ってきた。 

 

【目的】 

協議が調ったことから、緊密な連携と協力のもと地域の課題解決及び活性化を図ることを目的に、

同社との包括連携協定を締結するもの。 

③ 根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

【根拠法令】 

【〔総合計画との整合性 総合計画の位置付け：有・無〕 又は 〔個別計画との整合性〕】 

④ 提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

 令和６年１２月     株式会社エイジェックグループから包括連携協定締結についての申出 

 令和７年１月～２月   連携事項に係る同グループと関係課との協議 

⑤ 主な内容 

１ 連携事項 

(1) スポーツ振興に関すること 

(2) 市民の健康増進に関すること 

(3) その他地域活性化に関すること 
 

２ 協定締結期間 

  協定締結の日から１年間（１年ごとに自動更新）とする。 

⑥ 実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

【影響・効果】 

協定締結により、地域の一層の活性化並びに相互の発展が期待される。 

具体的な取組として、各種スポーツイベントでの連携や健康イベントでの周知・啓発活動等を行う。 

⑦ 他の自治体の政策との比較検討 

県内：県内の自治体で同社と包括連携協定を締結している自治体はない 

県外：栃木県栃木市、下野市、茨木県筑西市、 

⑧ 今後の予定及び施行予定年月日 

令和７年３月２６日  包括連携協定締結式 

⑨ その他 
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